
令和６年４月１４日 

（一社）石川県バスケットボール協会Ｕ１２部会 

石川県バスケットボール協会Ｕ１２部会規約 新旧対照表 

新 旧 備考欄 
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第２条  本部会は、所在地を「部会の指定する所」におく。 

      （指定先は、会計宅におく） 

 

 

（略） 

 

 

（附則） 

この会の設立は平成５年４月１日とする。 

 

この規約は平成５年４月１日より施行する。 

 

この規約は平成１２年４月１日より施行する。 

 

令和元年４月１４日より、この会の名称を「石川県ミニバスケットボー

ル連盟」から「石川県バスケットボール協会Ｕ１２部会」に改称する。 

 

この規約は令和３年４月１１日より施行する。 

 

この規約は令和６年４月１４日より施行する。 

 

第２条  本部会は、事務局を「常任委員会が指定する所」におく。 

 

 

 

（略） 

 

 

（附則） 

 

 

この規約は平成５年４月１日より施行する。 

 

この規約は平成１２年４月１日より施行する。 

 

 

 

 

この規約は令和３年４月１１日より施行する。 

 

 

 

（変更） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

（追加） 

 

 


